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ぬ告

や

土地Ｋ画ま瑕ｌｉ宍（・加 ２９ 年羝律第 １１ ９そ）第 ５８ 条第 １項の規定による中

部宙、域都市計画事業安斎 日ヨｌｊ吏区土地区画整‾ｔ審議会の委員のき挙期日 を令加７

年１　０Ｊｊ　３　日と 定めたので、 土ｔＫ画整を巴施行令 （９加３ ０年政令第４ ７号）

第１ ９条の規定に より 、ぬ告する。

令和 ７年 ６　１　・３ ０日

沖縄市長　花　城　大
ビ゛゛


